
 

 

大雪に係る関係課長会議の開催結果について 

 

１．開催日時 

  令和８年１月２０日（火） １４：００～ １４：１５ 

 

２．会議概要 

  場 所：島根県庁６階 防災センター室 

  出席者：防災部長、防災部次長、関係課長及び松江地方気象台  計 18 名 

 

３．内  容 

（１）気象情報について（松江地方気象台） 

 【松江地方気象台】 

・ｐ.2～ｐ.７のとおり 

 

（２）大雪における対応等について 

【交通対策課】 

・ｐ.９～ｐ.12 のとおり 

 

【健康福祉総務課】 

・健康福祉部所管の病院・社会福祉施設等に対し、気象台が発表する警報・注意報など

最新の情報収集に努め、入所者等の安全確保に万全を期すよう注意喚起を行った。 

・水道施設への被害や水道管凍結による断水、積雪等による停電の恐れがあるため、水

道事業者に施設の監視の強化、停電が発生した際の非常電源の確保方法の再確認など

の注意喚起を行った。 

 

【農林水産総務課】 

・ｐ.13 のとおり 

 

【道路維持課】 

・ｐ.14 のとおり 

 

【管財課】 

・県庁構内の除雪に関して、目安としている積雪２０センチに満たない場合でも、除雪

計画により県庁各部局に除雪の動員を依頼するので、担当区域の確認をお願いする。 

・お花畑などの職員駐車場は、利用者で必要な除雪を行うことになるので、除雪器具の

準備をお願いする。 

令和８年１月２０日 

島根県防災危機管理課 

担当：松本 

電話：0852-22-5885 



【防災危機管理課】 

・ｐ.15～ｐ.16 のとおり 

 

（３）防災部長指示事項 

  ・各部局、地方機関においては、初動に遅れがないよう、県の災害体制や職員の緊急連

絡体制を確認してください。 

  ・道路の除雪について、国、市町村、関係機関との連携体制の確認、車の立ち往生が発

生した場合に備えてください。 

・市町村の皆さまにおかれても、県との連絡体制や初動体制の確認、大雪による車の立

ち往生や孤立地区が発生した場合の備えをお願いします。 

・大雪による交通機関への影響、農業施設の被害、水道管の凍結などに注意が必要です。 

・テレビやラジオ、県の防災メールなどで最新の気象情報を入手し、早め早めの対応を

お願いします。 

・先日の地震により被害を受けた家屋等においては、雪の重みによる被害の拡大やブル

ーシートにより滑りやすくなった屋根からの落雪に引き続き注意するとともに、倒木

や停電、雪崩の発生や地震で緩んだ地盤の土砂災害などにもご注意ください。 

・大雪による道路の渋滞や立ち往生を避けるために、早めに通行止めを行うことも予想

されますので、車での不要不急の外出は控えていただき、外出される場合は、冬用タ

イヤを装着し、道路情報に十分注意してください。 

・渋滞や立ち往生に備え、タイヤチェーンの携行、ガソリンの満タン給油、食糧の確保

などの対策をお願いします。 

 

４．会議資料に関する問い合わせ先 

 【交通対策課】 

  内 容：交通機関等の状況について 

  担当者：藤井 

連絡先：０８５２－２２－６５０８ 

 

【農林水産総務課】 

 内 容：低温・大雪による農作物等の被害防止対策について 

担当者：堀尾 

連絡先：０８５２－２２－５９６６ 

 

【道路維持課】 

 内 容：異常降雪を想定した道路の雪害対応について 

担当者：勝部 

連絡先：０８５２－２２－５１８７ 

 

【防災危機管理課】 

 内 容：雪害体制の基準について 

担当者：松本 

連絡先：０８５２－２２－５８８５ 
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